
 

栃木県設計積算システム構築業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 業務概要 
１ 業務内容 

(１) 業務名 

栃木県設計積算システム構築業務 

(２) 目的 

近年、公共工事では現場の生産性向上や働き方改革に資する取り組みが広がっている。一方でそれ

らの取り組みを予定価格に反映させるための積算基準は複雑になっており、職員の予定価格算定業務

の業務全体に占めるウェイトは上昇している。 

栃木県では公共工事の予定価格算出のため「栃木県土木設計積算システム」ならびに「栃木県森林土

木設計積算システム」（以下「設計積算システム」）を使用しているが、複雑化する積算基準書に対応し、

業務効率化や違算防止への取組のさらなる充実・強化が必要となってくる。 

以上のことから県土整備部、環境森林部で運用している設計積算システムを統一した新たな設計積

算システム（以下：次期設計積算システム）の構築を目的とする。 

(３) 業務内容 

別紙１「栃木県設計積算システム構築業務・仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり。 

(４) 特定テーマ 

  本業務において技術提案を求めるテーマは、以下に示す２つの事項である。 

ア 積算実務者の業務負担軽減に資する機能および拡張性について 

イ 災害発生時における可用性の担保および災害支援の受援体制構築に資する要件について 

２ 履行期間 

契約締結の日から ～ 令和９(2027)年３月 31日 

３ 提案上限額 

  187,764,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

第２ 参加表明書の提出者 
 １ 公告日現在において、企業の満たすべき要件 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（一般競争入札参加資格者の資格）に

規定する者に該当しない者であること。  

（２）競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、「N２情報関連サービス」の入札

参加資格を有するものと決定された者であること。なお、資格を有していない者は、技術提案書の提

出期限までに当該資格を取得すること。  

（３）プロポーザルの公告日から契約の相手方の決定日までの間において、栃木県競争入札参加資格者

指名停止等措置要領（平成22(2010)年３月 12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない

者であること。  

（４）民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成14

年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て、又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規

定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。  

（５）栃木県暴力団排除条例（平成 22 年栃木県条例第 30 号）第２条第１号又は同条第４号の規定に該

当しない者であること。 



 

 
２ 配置予定技術者に対する要件 

（１）配置予定技術者の実績 

以下に示される「同種又は類似業務」について、平成 27（2015）年度以降に完了した業務におい

て、１件以上の実績を有さねばならない。 

    ア 業務主任技術者 

     同種業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの構築業務 

類似業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの運用保守業務 

    イ 担当技術者 

     同種業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの構築業務 

類似業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの運用保守業務 

担当技術者が複数の場合には、各担当技術者がそれぞれ担当する業務内容に対応する実績を有し

ていればよい。 

 

（２）配置予定技術者の当該部門従事期間 

   以下に示される「同種又は類似業務」に従事した期間が1年以上でなければならない。 

    ア 業務主任技術者 

     同種業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの構築業務 

類似業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの運用保守業務 

    イ 担当技術者 

     同種業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの構築業務 

類似業務：国、特殊法人等、都道府県が発注した設計積算システムの運用保守業務 

 
第３ 担当部署連絡先等 

提出先及び当該業務全般に関すること 

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号（栃木県庁舎本館13階） 

栃木県県土整備部技術管理課企画情報・建設DX担当 

電話 028-623-2405 E-mail kensa@pref.tochigi.lg.jp 

 

第４ 受託者特定に係る主な期日 
   受託者特定に係る主な期日（公告時点における予定）は、別表１のとおりとする。 
 
第５ 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

１ 参加表明書作成方法 

参加表明書は様式第１号により１部作成する。 

 ２ 参加表明書添付資料及び内容に関する留意事項 

   参加表明書に以下の書類を添付すること。 

  （１）入札参加資格審査資料（様式第６号） 

  （２）業務実施体制（様式第７号） 

  （３）配置予定技術者資料（様式第８号） 

  （４）配置予定技術者の過去10年間の同種又は類似業務実績（様式第９号） 

 

 



 

 

３ 参加表明書添付資料の内容に関する留意事項 

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

業務実施体制 ・ 配置予定の業務主任技術者及び担当技術者を記載する。 

・ 担当技術者は、実施する分担業務ごとに代表技術者を１名ずつ

最大３名まで記載する。 

・ 技術提案書の提出者以外の企業に所属する者を担当技術者とす

る場合には、企業名等も記載すること。 
・ 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合

又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、

再委託先又は協力先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載

するものとする。ただし、業務の主たる部分を再委託してはな

らない。 
配置予定技術者資

料 

・ 配置予定の業務主任技術者及び担当技術者について、経歴等を

記載する。 

・ 配置予定技術者１名につきＡ４版１枚に記載する。 

配置予定技術者の

過去 10 年間の同

種又は類似業務の

実績 

・ 業務主任技術者及び担当技術者が過去に従事した「同種又は類

似業務」の実績について記載する。 

・ 記載する業務は、平成 27(2015)年度以降に完了した業務とす

る。 

・ 記載する業務数は、技術者１名につき１件とする。 

・ 技術提案書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合

は、当該業務を受託した企業名等を記載すること。 

・ 図面、写真等を引用する場合も含め、配置予定技術者１名につ

きＡ４版１枚に記載する。 

 

４ 参加表明書の失格等 

提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は失格とすることがあ

るので留意すること。又、参加表明書の記載内容に相違等がある場合は、その項目を無効とすることがあ

るので留意すること。 

 

第６ 参加表明書の提出方法、提出期限及び提出先 
１ 提出方法：添付資料と合わせて持参、郵送等（書留郵便等により提出期限までに必着すること。）、又は

電子メール（着信を確認すること。）すること。 

なお、持参による提出は、栃木県の休日に関する条例（平成元年栃木県条例第２号）第２条

に規定する県の休日（以下、「休日」という。）を除く毎日の午前９時から午後４時まで（た

だし正午から午後1時までを除く。）に行うこと。 

２ 提出期限：令和８(2026)年１月２６日(月) 午後４時  

３ 提出先 ：上記第３の提出先とする。 

 

第７ 質問の受付及び回答 
１ 質問の受付 

実施要領等に関する質問は、書面により行うものとし、持参、郵送等（書留郵便等により提出期限まで



 

に必着すること。）、電子メール（着信を確認すること。）のいずれかの方法とする。なお、文書には回答

を受ける担当者の所属、氏名、電話番号、電子メールアドレスを併記するものとする。 

（１）受付場所：上記第３の提出先とする。 

（２）受付期間：令和７(2025)年 12月 23日（火）から令和８(2026)年１月８日（木）まで 

なお、持参による提出は、休日を除く毎日の午前９時から午後４時まで（ただし正午か

ら午後１時までを除く。）とする。 

・電子メールの場合、ファイル総量を８ＭＢ以内とすること。 

・プリントアウト時にＡ４判になるように設定しておくこと。 

２ 質問の回答 

質問に対する回答は、質問を受理した日の翌日から起算して７日以内に質問者に対して電子メールに

より行うほか、次のとおり閲覧に供する。 

（１）閲覧方法：上記第３の提出先での閲覧及び県ホームページへの掲載により行う。 

（２）閲覧期間：回答の翌日から技術提案書の提出期限の前日までとする。 

なお、上記第３の提出先での閲覧は、休日を除く毎日の午前９時から午後４時まで（た

だし正午から午後１時までを除く。）とする。 

 

第８ 技術提案書の提出者 
 １ 技術提案書の提出者の選定 

   参加表明書を提出した者の中から、技術提案書を提出することができる者として５者を選定する。 

 ２ 評価項目等 

技術提案書の提出者の選定に係る評価項目、配点等は、別表２のとおりとする。 

３ 技術提案書の無効 

  提出書類について、記載内容に相違等がある場合はその項目を無効とすることがある。 

 

第９ 選定及び非選定に関する事項 
１ 選定通知 

技術提案書の提出者として選定された者（以下、「選定者」という。）には、選定された旨を、書面（選

定通知書）により通知する。 

 ２ 非選定通知 

技術提案書の提出者として選定されなかった者（以下、「非選定者」という。）には、選定されなかった

旨を、書面（非選定通知書）により通知する。 

  ３ 非選定理由に対する説明請求 

非選定者は、通知日の翌日から起算して７日以内に、書面（様式任意）により非選定理由について説明

を求めることができる。 

 ４ 回答 

上記３の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行う。 

 ５ 非選定理由の説明請求の提出場所及び提出方法 

(1) 提出場所：上記第３の提出先とする。 

(2) 提出方法：持参又は郵送等（書留郵便等により期限までに必着）すること。 

         なお、持参による提出は、休日を除く毎日の午前９時から午後４時まで（ただし正午から

午後１時までを除く。）とする。 

 



 

第10 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 
 １ 技術津提案書作成上の基本事項 

   プロポーザルは、調査、検討、および構築業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるも

のであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本要領において記載された事項以外の内容を含む

技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 
 ２ 技術提案書の作成方法 

 技術提案書の様式は、様式第５号、様式第７号～様式第 12 号及び別紙３により作成することとする。

なお、文字サイズは10ポイント以上とし、行間設定は１行以上とする。 

３ 技術提案書の内容に関する留意事項 

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

配置予定技術者の

経歴等 

・ 上記第５.３の留意事項と同じ 

配置予定技術者の

過去 10 年間の同

種又は類似業務の

実績 

・ 上記第５.３の留意事項と同じ 

実施方針・実施フ

ロー・工程表 

・ 業務の実施方針、業務フローチャート、工程計画について簡潔

に記載する。 

・ 記載様式は様式第10号とし，Ａ４版１枚に記載する。 

特定テーマに対す

る技術提案 

・ 上記第１.１業務内容に示した特定テーマに対する取り組み方

法について、仕様書を踏まえ具体的に記載する。 

・ 記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現

地写真を用いることは支障ないが、本件のために作成したＣＧ

や詳細図面等を用いることは認めない。 

・ 記載様式は様式第11号とし、１テーマにつきＡ４版４枚以内に

記載する。 

・ 補足資料は別紙３とし、機能要件の各項目に対応可否を記載す

る。 

参考見積 

 

・ 本業務に係る参考見積を提出すること。 

・ 運用開始後に必要となる年間の運用保守費用も提出すること。 

・ 運用保守費用の見積りは開発後５年間について作成すること。 

・ 本システムの共同利用者である（公財）とちぎ建設技術センタ

ーの構築費用及び保守費用も提出すること。 

・ 参考見積は、積算の際の参考および技術提案書を特定するため

の評価項目として用いる。 

その他 ・ 仕様書等に示される業務内容に対する代替案等があれば記載す

る。代替案の記載がない提案書は特定しないことがある。 

・ 記載様式は様式第12号とし、Ａ４版１枚以内に記載する。 

 

 ４ 作成に用いる言語等 

   書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。 

 ５ 技術提案書の無効 

   提出書類について、この書面及び別途書式に示された条件に適合しない場合は無効とすることがある。 



 

６ その他 

   技術提案書と併せて、本業務に係る参考見積書及び技術提案内容に合致する積算基礎を記載した内訳

書（様式任意）を１部提出すること。なお、技術提案書に記載された内容に対して見積が不適切な場合

は、ヒアリングの対象としない場合や特定しない場合があるので留意すること。 

 

第11 技術提案書の提出方法、提出期限及び提出先 
 １ 提出方法：持参、郵送等（書留郵便等により提出期限までに必着すること。）、又は電子メール（着信を

確認すること。）により提出すること。持参、郵送等の場合は、併せて電子データ１式を電

子メール等により送付すること。 

        なお、持参による提出は、休日を除く毎日の午前９時から午後４時まで（ただし正午から午

後１時までを除く）とする。 

 ２ 提出期限：令和８(2025)年３月９日（月) 午後４時 

３ 提出先 ：上記第３の提出先とする。 

 

第12 技術提案書の特定 
１ 技術提案書の特定 

   選定者から提出された技術提案書のうち、評価の合計点が最上位であるものを１者特定する。 

   ただし、評価項目において内容が不適切なものなど評価に値しない項目がある場合には、特定しない

ことがある。 

２ 評価項目等 

 技術提案書の特定に係る評価項目、配点等は、別表３のとおりとする。 

 ３ ヒアリング 

   技術提案書の特定に当たり、その提出者にヒアリングを実施することとし、その日時、場所、留意事項

等は別途通知する。ヒアリング出席者は、業務主任技術者又は担当技術者を含め３名までとする。 

４ 特定通知 

技術提案書が特定された者（以下、「特定者」という。）に対して、書面（特定通知書）により通知する。 

５ 非特定通知 

技術提案書が特定されなかった者（以下、「非特定者」という。）に対しては、特定されなかった旨を、

書面（非特定通知書）により通知する。 

６ 非特定理由に対する説明請求 

非特定者は、通知日の翌日から起算して７日以内に、書面（様式任意）により非特定理由について説明

を求めることができる。 

 ７ 回答 

上記６の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行う。 

８ 非特定理由の説明書請求の提出場所及び提出方法 

(1) 提出場所：上記第３の提出先とする。 

(2) 提出方法：持参又は郵送等（書留郵便等により期限までに必着）すること。 

なお、持参による提出は、休日を除く毎日の午前９時から午後４時まで（ただし正午から

午後１時までを除く。）とする。 

 

第13 契約書作成の要否 
特定者は契約書の作成を要する。 

 



 

第14 その他 
１ 提出期限までに参加表明書を提出しなかった者及び非選定者は、技術提案書を提出できない。 

２ 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 

３ 参加表明書及び技術提案書は公表しない。 

４ 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とすると

ともに、当該者に対し本県発注の他の業務に対する指名停止処分を行うことがある。 

５ 参加表明書及び技術提案書は返却しないものとする。また、提出された技術提案書は、技術提案書の特

定以外の目的で提出者に無断で使用しない。 

６ 参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載された内

容の変更を認めない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により配置予定者の変更を行う場

合には、同等以上の経験及び能力を有する者であるとの発注者の了解を得たときは、この限りではない。 

７ 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実施

方法について提案を求めることがある。 

８ 参加表明書の提出後、プロポーザルへの参加を辞退しようとするときは、プロポーザル参加辞退届（様

式第14号）を１部、第３. １の提出先へ持参又は郵送等により提出しなければならない。なお、持参に

よる提出は、休日を除く毎日の午前９時から午後４時まで（ただし正午から午後１時までを除く。）とす

る。 

９ 特定者の辞退があった場合は、非特定者より新たな特定者を特定し、書面（特定通知書）をもって、知

事より通知する。 

10 前項により特定した新たな特定者に送付された非特定通知書は、特定通知書の通知をもってその効力

を失う。 

11 公平性、透明性及び客観性を確保するため、審議結果は公表する。 



 

（別表１） 

 受託者特定に係る主な期日 
内  容 日  程（予 定） 

参加表明書の提出期限 令和８(2026)年１月 26日（月） 

技術提案書提出者選定通知 令和８(2026)年 1月 28日（水） 

技術提案書の提出期限 令和８(2026)年３月 ９日（月） 

技術提案書のヒアリング・評価 令和８(2026)年３月 13日（金） 

技術提案書特定通知 令和８(2026)年３月 18日（水） 

契約の締結 令和８(2026)年４月 １日（水） 

 

（別表２） 

  技術提案書の提出者を選定するための評価項目等 
評価項目 評価の着眼点 配点 

配置予定技

術者の経験

及び能力 

業務主任技術者 
過去10年間の同種又は類似業務の実績の内容 10 

同種・類似業務の従事期間 ５ 

担当技術者 
過去10年間の同種又は類似業務の実績の内容 10 

同種・類似業務の従事期間 ５ 

事務所の体

制 
技術者数 同種・類似業務の従事期間が１年以上の技術者数 

最下位順位で

同評価の者が

複数存在し、５

者に選定する

場合の基準 

計 30 



 

（別表３） 

  技術提案書を特定するための評価項目等 

評価項目 
評価の着目点 

配点 
 判断基準 

配 置 予 定

技 術 者 の

経 験 及 び

能力 

業
務
主
任
技
術
者 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去 10 年間の同

種又は類似業務の

実績の内容 

 

下記の順位で評価する。 

①同種業務の実績がある。 

②類似業務の実績がある。 

なお、上記以外の場合は特定しない。 

10 

同種・類似業務の

従事期間 

 

下記の順位で評価する。 

①同種・類似業務の従事期間が５年以上 

②同種・類似業務の従事期間が１年以上５年未満 

なお、従事期間が１年未満の場合は特定しない。 

５ 

担
当
技
術
者 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去 10 年間の同

種又は類似業務の

実績の内容 

 

下記の順位で評価する。 

①同種業務の実績がある。 

②類似業務の実績がある。 

なお、上記以外の場合は特定しない。 

10 

同種・類似業務の

従事期間 

 

下記の順位で評価する。 

①同種・類似業務の従事期間が５年以上 

②同種・類似業務の従事期間が１年以上５年未満 

なお、従事期間が１年未満の場合は特定しない。 

５ 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

専門技術

力 

専門技術力の確認 実績として挙げた業務の担当分野に、中心的・主体的に参

画したことが伺える場合に優位に評価する。 
10 

取り組み

姿勢 

業務への取り組み

意欲 

提案した特定テーマに関する補足説明が明確で、業務に対

する質問もあり、取り組み意欲が強く感じられる場合に優

位に評価する。 

10 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ力 

質問に対する応答

性 

質問に対する応答が明快、かつ迅速な場合に優位に評価す

る。 
10 

実施方針・

実 施 フ ロ

ー ・ 工 程

表・その他 

業務理解度 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。 10 

実施手順の明確性 
業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優

位に評価する。 
10 

工程計画の妥当性 
業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に

優位に評価する。 
10 

 
 
 
 
 



 

  

特 定 テ ー

マ に 対 す

る 技 術 提

案 

特
定
テ
□
マ
１ 

的確性 

機能要件、非機能要件などの与条件との整合性が高い場合

に優位に評価する。 
15 

着眼点、問題点、解決方法等が網羅されている場合に優位

に評価する。 
10 

実現性 

提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 10 

提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に

優位に評価する。 
10 

特
定
テ
□
マ
２ 

的確性 

機能要件、非機能要件などの与条件との整合性が高い場合

に優位に評価する。 
15 

着眼点、問題点、解決方法等が網羅されている場合に優位

に評価する。 
10 

実現性 

提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 10 

提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に

優位に評価する。 
10 

参考見積 
業務コストの妥当性 

提示した業務規模と大きくかけ離れているか、または提案

内容に対して見積もりが不適切な場合には特定しない。 

数値化

しない 


